
No.１

種別 番号 件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 付託委員会

議案 １９ 和泉市事務分掌条例等の一部を改正する条例制定について

議案 ２０ 和泉市行政手続条例の一部を改正する条例制定について

議案 ２１
和泉市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定につい
て 

議案 ２２ 和泉市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

議案 ２３ 和泉市都市公園条例の一部を改正する条例制定について

議案 ２４ 和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について

議案 ２５ 和泉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について

議案 ２６ 和泉市火災予防条例の一部を改正する条例制定について

議案 ２７ 工事請負変更契約の締結について（(仮称）和泉市立富秋学園整備事業）

議案 ２８ 公の施設の指定管理者の指定について（和泉市立老人集会所）

議案 ２９ 和泉市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例制定について 

議案 ３１ 令和７年度和泉市一般会計補正予算（第７号）
所管
委員会

議案 ３２ 令和７年度和泉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第１号）
都市環境
委員会

議案 ３３ 令和７年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）
厚生文教
委員会

議案 １２ 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案 １３ 和泉市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案 １４
和泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて

議案 １５ 和泉市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案 １６ 和泉市認定こども園条例等の一部を改正する等の条例制定について

議案 １７ 和泉市環境未来共創金条例制定について

議案 １８ 和泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

議案 ３ 令和８年度和泉市一般会計予算

議案 ４ 令和８年度和泉市国民健康保険事業特別会計予算

議案 ５ 令和８年度和泉市公共用地先行取得事業特別会計予算

議案 ６ 令和８年度和泉市介護保険事業特別会計予算

議案 ７ 令和８年度和泉市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案 ８ 令和８年度和泉市水道事業会計予算

議案 ９ 令和８年度和泉市公共下水道事業会計予算

議案 １０ 令和８年度和泉市公共浄化槽事業会計予算

議案 １１ 令和８年度和泉市病院事業会計予算

令和８年和泉市議会第１回定例会付託案件表

総務企画
委員会

都市環境
委員会

厚生文教
委員会

予算審査
特別委員会



No.２

　◎　議案第３１号　令和７年度和泉市一般会計補正予算（第７号）

　　　○歳入  　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  総務企画委員会

　　　○歳出のうち

  ２款　総務費（総務管理費）　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    都市環境委員会

  ２款　総務費（戸籍住民基本台帳費）　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  厚生文教委員会

  ３款　民生費　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  厚生文教委員会

１２款　諸支出金 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　都市環境委員会

　　　○債務負担行為補正

　　老人集会所指定管理料　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　厚生文教委員会

　　　○地方債補正

　　デジタルサービスツール整備事業　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　総務企画委員会

　　公金収納システム等整備事業（税務室所管分）　 ・・・・・・・・・・・・・・　総務企画委員会

　　公金収納システム等整備事業（市民室所管分）　 ・・・・・・・・・・・・・・　厚生文教委員会

　　児童福祉施設整備事業　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　厚生文教委員会

　　義務教育施設整備事業　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　厚生文教委員会

　　　○繰越明許費補正

分　割　付　託　案　件　内　訳

　　大阪府防災行政無線設備整備事業　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　総務企画委員会

　　住民基本台帳システム等改修事業　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　厚生文教委員会

　　土地改良施設防災減災事業　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　都市環境委員会

　　伏屋唐国線道路改良事業　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　都市環境委員会

　　大阪府防災行政無線設備整備事業　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　都市環境委員会



No.１

日程 種別 番号 件　　　　　　　　　　　　　　名 摘要

1 会議録署名議員の指名について

２ 会期の決定について

３ 議案 ３０ 教育委員会委員の任命について Ｐ．１０４

４ 監査報告 １ 例月出納検査結果報告（会計室扱　令和７年１０月分） 別冊P.　２

５ 監査報告 ２ 例月出納検査結果報告（上下水道部企業出納員扱　令和７年１０月分） 別冊P.１６

６ 監査報告 ３ 例月出納検査結果報告（病院企業出納員扱　令和７年１０月分） 別冊P.３２　

７ 監査報告 ４ 例月出納検査結果報告（会計室扱　令和７年１１月分） 別冊P.３７

８ 監査報告 ５ 例月出納検査結果報告（上下水道部企業出納員扱　令和７年１１月分） 別冊P.５１

９ 監査報告 ６ 例月出納検査結果報告（病院企業出納員扱　令和７年１１月分） 別冊P.６７

１０ 監査報告 ７ 定期監査（令和７年度第２次分）結果報告書 別冊

１１ 監査報告 ８ 財政援助団体等監査結果報告書 別冊

１２ 報告 １
専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について（和泉市庁舎分
館及び教育センター除却工事)）

Ｐ．１０７

１３ 報告 ２
専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について（市立南松尾は
つが野学園留守家庭児童会室増築工事)）

Ｐ．１１４

１４ 議案 １９ 和泉市事務分掌条例等の一部を改正する条例制定について Ｐ．　４９

１５ 議案 ２０ 和泉市行政手続条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．　５４

１６ 議案 ２１
和泉市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制
定について

Ｐ．　５９

１７ 議案 ２２ 和泉市手数料条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．　６３

１８ 議案 ２３ 和泉市都市公園条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．　６５

１９ 議案 ２４ 和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．　６８

２０ 議案 ２５ 和泉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．　７１

２１ 議案 ２６ 和泉市火災予防条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．　７５

２２ 議案 ２７ 工事請負変更契約の締結について（(仮称）和泉市立富秋学園整備事業） Ｐ．　８０

２３ 議案 ２８ 公の施設の指定管理者の指定について（和泉市立老人集会所） Ｐ．　８２

２４ 議案 ２９
和泉市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例制定につい
て 

Ｐ．　９０

２５ 議案 ３１ 令和７年度和泉市一般会計補正予算（第７号） Ｐ．１２２

２６ 議案 ３２ 令和７年度和泉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第１号） Ｐ. １３４

２７ 議案 ３３ 令和７年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） Ｐ. １３６

令和８年和泉市議会第１回定例会議事日程（第１日）

 (２月１９日）



No.２

日程 種別 番号 件　　　　　　　　　　　　　　名 摘要

２８ 議案 １２
一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定につい
て　 　 

Ｐ．　４

２９ 議案 １３ 和泉市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．　７

３０ 議案 １４
和泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条
例制定について

Ｐ．　９

３１ 議案 １５ 和泉市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．　１１

３２ 議案 １６ 和泉市認定こども園条例等の一部を改正する等の条例制定について Ｐ．　１４

３３ 議案 １７ 和泉市環境未来共創金条例制定について Ｐ．　２０

３４ 議案 １８ 和泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．　２４

３５ 議案 ３ 令和８年度和泉市一般会計予算 別冊

３６ 議案 ４ 令和８年度和泉市国民健康保険事業特別会計予算 別冊

３７ 議案 ５ 令和８年度和泉市公共用地先行取得事業特別会計予算 別冊

３８ 議案 ６ 令和８年度和泉市介護保険事業特別会計予算 別冊

３９ 議案 ７ 令和８年度和泉市後期高齢者医療事業特別会計予算 別冊

４０ 議案 ８ 令和８年度和泉市水道事業会計予算 別冊

４１ 議案 ９ 令和８年度和泉市公共下水道事業会計予算 別冊

４２ 議案 １０ 令和８年度和泉市公共浄化槽事業会計予算 別冊

４３ 議案 １１ 令和８年度和泉市病院事業会計予算 別冊

４４
議員提出

議案
１ 予算審査特別委員会設置について

４５ 予算審査特別委員会委員の選任について

令和８年和泉市議会第１回定例会議事日程（第１日）

 (２月１９日）



日程 種別及び番号 件　　　　　　　　　名 摘要

１ 会議録署名議員の指名について

２ 一般質問について

令和８年和泉市議会第１回定例会議事日程 （第２日）

（３月１９日）



日程 種別 番号 件　　　　　　　　　　　　　　名 摘要

１ 会議録署名議員の指名について

２ 議案 １９ 和泉市事務分掌条例等の一部を改正する条例制定について

３ 議案 ２０ 和泉市行政手続条例の一部を改正する条例制定について

４ 議案 ２１
和泉市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定
について 

５ 議案 ２２ 和泉市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

６ 議案 ２３ 和泉市都市公園条例の一部を改正する条例制定について

７ 議案 ２４ 和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について

８ 議案 ２５ 和泉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について

９ 議案 ２６ 和泉市火災予防条例の一部を改正する条例制定について

１０ 議案 ２７ 工事請負変更契約の締結について（(仮称）和泉市立富秋学園整備事業）

１１ 議案 ２８ 公の施設の指定管理者の指定について（和泉市立老人集会所）

１２ 議案 ２９ 和泉市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例制定について 

１３ 議案 ３１ 令和７年度和泉市一般会計補正予算（第７号）
所管

委員長報告

１４ 議案 ３２ 令和７年度和泉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第１号）
都市環境

委員長報告

１５ 議案 ３３ 令和７年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）
厚生文教

委員長報告

１６ 議案 １２ 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について

１７ 議案 １３ 和泉市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

１８ 議案 １４
和泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
制定について

１９ 議案 １５ 和泉市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定について

２０ 議案 １６ 和泉市認定こども園条例等の一部を改正する等の条例制定について

２１ 議案 １７ 和泉市環境未来共創金条例制定について

２２ 議案 １８ 和泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

２３ 議案 ３ 令和８年度和泉市一般会計予算

２４ 議案 ４ 令和８年度和泉市国民健康保険事業特別会計予算

２５ 議案 ５ 令和８年度和泉市公共用地先行取得事業特別会計予算

２６ 議案 ６ 令和８年度和泉市介護保険事業特別会計予算

２７ 議案 ７ 令和８年度和泉市後期高齢者医療事業特別会計予算

２８ 議案 ８ 令和８年度和泉市水道事業会計予算

２９ 議案 ９ 令和８年度和泉市公共下水道事業会計予算

３０ 議案 １０ 令和８年度和泉市公共浄化槽事業会計予算

３１ 議案 １１ 令和８年度和泉市病院事業会計予算

３２ 議案 ３４ 令和７年度和泉市一般会計補正予算（第８号）
追加

Ｐ．　２

３３
議員提出

議案
２ 和泉市議会会議規則の一部を改正する規則制定について 別紙

３４
議員提出

議案
３ 和泉市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について 別紙

　令和８年和泉市議会第１回定例会議事日程（第３日）

 (３月２５日）

総務企画
委員長報告

都市環境
委員長報告

厚生文教
委員長報告

予算審査特別
委員長報告



議員提出議案第 ２ 号

和泉市議会会議規則の一部を改正する規則制定について

和泉市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように制定する。

令和 ８ 年 ３ 月 ２５ 日提出

提 出 者

和泉市議会議員 吉川 茂樹 和泉市議会議員 松田 義人

同 谷上 昇 同 坂本 健治

同 友田 博文 同 原 重樹

同 森 久往 同 阿部 博

同 飯阪 光典



和泉市議会規則第 号

和泉市議会会議規則の一部を改正する規則（案）

和泉市議会会議規則（平成１３年和泉市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

新 旧

（議席）

第３条 略

２ 略

３ 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮

って議席を変更することができる。

４ 略

（会期中の閉会）

第６条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会

の議決で閉会することができる。

（会議時間）

第８条 略

２ 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更すること

ができる。ただし、出席議員２人以上から異議があるときは、討

（議席）

第３条 略

２ 略

３ 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議には

かって議席を変更することができる。

４ 略

（会期中の閉会）

第６条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議

会の議決で閉会することができる。

（会議時間）

第８条 略

２ 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更すること

ができる。ただし、出席議員２人以上から異議があるときは、討



新 旧

論を用いないで会議に諮って決める。

３ 略

（議案の提出）

第１３条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理

由を付け、法第１１２条第２項の規定によるものについては所定

の賛成者とともに連署し、その他のものについては他に１人以上

の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

２ 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を

付け、委員長が議長に提出しなければならない。

（修正の動議）

第１６条 修正の動議は、その案を備え、法第１１５条の３の規定に

よるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについて

は他に１人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければ

ならない。

（先決動議の表決の順序）

第１７条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が

競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員

２人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って

決める。

（日程の作成及び配布）

論を用いないで会議にはかって決める。

３ 略

（議案の提出）

第１３条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、

理由を付け、法第１１２条第２項の規定によるものについては所

定の賛成者とともに連署し、その他のものについては他に１人以

上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

２ 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理

由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

（修正の動議）

第１６条 修正の動議は、その案をそなえ、法第１１５条の３の規

定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものに

ついては他に１人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出し

なければならない。

（先決動議の表決の順序）

第１７条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が

競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員

２人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかっ

て決める。

（日程の作成及び配布）
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第１９条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を

記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、

やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることが

できる。

（日程の順序変更及び追加）

第２０条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出

されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日

程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

（日程の終了及び延会）

第２３条 略

２ 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必

要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議

長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

（開票及び投票の効力）

第３０条 略

２ 略

３ 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

（一括議題）

第３４条 議長は、必要があると認めるときは、２件以上の事件を一

括して議題とすることができる。ただし、出席議員２人以上から

第１９条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等

を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、

やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることが

できる。

（日程の順序変更及び追加）

第２０条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出

されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって、議事

日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

（日程の終了及び延会）

第２３条 略

２ 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が

必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、

議長は、討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

（開票及び投票の効力）

第３０条 略

２ 略

３ 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

（一括議題）

第３４条 議長は、必要があると認めるときは、２件以上の事件を

一括して議題とすることができる。ただし、出席議員２人以上か
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異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

（議案等の説明、質疑及び委員会付託）

第３６条 会議に付する事件は、第１４０条（請願の委員会付託）に

規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の

質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運

営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の

議決で特別委員会に付託することができる。

２ 略

３ 前２項における提出者の説明及び第１項における委員会の付託

は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

（付託事件を議題とする時期）

第３７条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了を待っ

て議題とする。

（委員長の報告及び少数意見者の報告）

第３８条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったとき

は、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少

数意見の報告をする。

２ 略

３ 第１項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略すること

ができる。

ら異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

（議案等の説明、質疑及び委員会付託）

第３６条 会議に付する事件は、第１４０条（請願の委員会付託）

に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員

の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会

運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会

の議決で特別委員会に付託することができる。

２ 略

３ 前２項における提出者の説明及び第１項における委員会の付託

は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

（付託事件を議題とする時期）

第３７条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をま

って議題とする。

（委員長の報告及び少数意見者の報告）

第３８条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったとき

は、委員長がその経過及び結果を報告し、ついで少数意見者が少

数意見の報告をする。

２ 略

３ 第１項の報告は、討論を用いないで会議にはかって省略するこ

とができる。
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４ 略

（発言の許可等）

第４９条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければな

らない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することが

できる。

２ 略

（発言の通告をしない者の発言）

第５１条 発言の通告をしない者は、通告した者が全て発言を終わ

った後でなければ発言を求めることができない。

２、３ 略

（発言内容の制限）

第５４条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり又はそ

の範囲を超えてはならない。

２、３ 略

（質疑の回数）

第５５条 質疑は、同一議員につき、同一議題について３回を超える

ことができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限

りでない。

（発言時間の制限）

第５６条 略

４ 略

（発言の許可等）

第４９条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなけれ

ばならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言するこ

とができる。

２ 略

（発言の通告をしない者の発言）

第５１条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終

わった後でなければ発言を求めることができない。

２、３ 略

（発言内容の制限）

第５４条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又は

その範囲をこえてはならない。

２、３ 略

（質疑の回数）

第５５条 質疑は、同一議員につき、同一議題について３回をこえる

ことができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限

りでない。

（発言時間の制限）

第５６条 略
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２ 議長の定めた時間の制限について、出席議員２人以上から異議が

あるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

（発言の継続）

第５８条 略

（反問）

第５８条の２ 市長その他の答弁を行う者は、議長の許可を得て、議

員の質疑又は質問の趣旨及び内容を確認するために反問すること

ができる。

（質疑又は討論の終結）

第５９条 略

２ 略

３ 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで

会議に諮って決める。

（緊急質問等）

第６２条 略

２ 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らな

ければならない。

３ 略

（答弁書の配布）

第６５条 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答

２ 議長の定めた時間の制限について、出席議員２人以上から異議が

あるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

（発言の継続）

第５８条 略

（質疑又は討論の終結）

第５９条 略

２ 略

３ 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで

会議にはかって決める。

（緊急質問等）

第６２条 略

２ 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはから

なければならない。

３ 略

（答弁書の配布）

第６５条 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答
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弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その

写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をも

って配布に代えることができる。

第８節 表決

（表決問題の宣告）

第６６条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を

宣告する。

（電子採決システム等による表決）

第６９条 議長が表決を採ろうとするときは、電子採決システムによ

り、問題を可とする者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

２、３ 略

４ 前項の場合において、議長が起立者の多少を認定しがたいとき、

又は第１項若しくは第３項の議長の宣告に対して出席議員２人以

上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決

を採らなければならない。

（投票による表決）

第７０条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員２人以上か

ら要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

２ 略

（簡易表決）

弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その

写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもっ

て配布にかえることができる。

第８節 表決

（表決問題の宣告）

第６６条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を

宣告する。

（電子採決システム等による表決）

第６９条 議長が表決をとろうとするときは、電子採決システムによ

り、問題を可とする者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

２、３ 略

４ 前項の場合において、議長が起立者の多少を認定しがたいとき、

又は第１項若しくは第３項の議長の宣告に対して出席議員２人以

上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決

をとらなければならない。

（投票による表決）

第７０条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員２人以上か

ら要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

２ 略

（簡易表決）
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第７５条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができ

る。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。

ただし、議長の宣告に対して、出席議員２人以上から異議がある

ときは、議長は、電子採決システムにより表決を採らなければな

らない。

（表決の順序）

第７６条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を

採らなければならない。

２ 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたとき

は、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いも

のから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員２

人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に

諮って決める。

３ 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。

（一括議題）

第９５条 委員長は、必要があると認めるときは、２件以上の事件を

一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議が

あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

（先決動議の表決順序）

第９８条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が

第７５条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることがで

きる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。

ただし、議長の宣告に対して、出席議員２人以上から異議がある

ときは、議長は、電子採決システムにより表決をとらなければな

らない。

（表決の順序）

第７６条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を

とらなければならない。

２ 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたとき

は、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いも

のから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員２

人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に

はかって決める。

３ 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

（一括議題）

第９５条 委員長は、必要があると認めるときは、２件以上の事件を

一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議が

あるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

（先決動議の表決順序）

第９８条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が
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競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委

員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

（発言の許可）

第１１３条 委員は、全て委員長の許可を得た後でなければ発言する

ことができない。

（発言内容の制限）

第１１５条 発言は、全て簡明にするものとして、議題外にわたり又

はその範囲を超えてはならない。

２ 略

（委員外議員の発言）

第１１６条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要がある

と認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明

又は意見を聴くことができる。

２ 略

（発言時間の制限）

第１１８条 略

２ 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があると

きは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

（発言の継続）

競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委

員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決め

る。

（発言の許可）

第１１３条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言す

ることができない。

（発言内容の制限）

第１１５条 発言は、すべて簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲をこえてはならない。

２ 略

（委員外議員の発言）

第１１６条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要がある

と認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明

又は意見を聞くことができる。

２ 略

（発言時間の制限）

第１１８条 略

２ 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があると

きは、委員長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

（発言の継続）
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第１２０条 略

（反問）

第１２０条の２ 市長その他の答弁を行う者は、委員長の許可を得

て、委員の質疑の趣旨及び内容を確認するために反問することが

できる。

（質疑又は討論の終結）

第１２１条 略

２ 略

３ 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いない

で会議に諮って決める。

（互選の方法）

第１２５条 略

２～５ 略

６ 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選

人と定めるべきかどうかを委員会に諮り委員の全員の同意があっ

た者をもって、当選人とする。

（表決問題の宣告）

第１２７条 委員長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問

題を宣告する。

（起立による表決）

第１２０条 略

（質疑又は討論の終結）

第１２１条 略

２ 略

３ 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いない

で会議にはかって決める。

（互選の方法）

第１２５条 略

２～５ 略

６ 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選

人と定めるべきかどうかを委員会にはかり委員の全員の同意があ

った者をもって、当選人とする。

（表決問題の宣告）

第１２７条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問

題を宣告する。

（起立による表決）



新 旧

第１３０条 委員長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者

を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

２ 委員長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に

対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記

名の投票で表決を採らなければならない。

（投票による表決）

第１３１条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要

求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

２ 略

（記名投票）

第１３２条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白

票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければ

ならない。

（簡易表決）

第１３６条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることが

できる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告

する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議がある

ときは、委員長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

（表決の順序）

第１３７条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出され

第１３０条 委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者

を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

２ 委員長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に

対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記

名の投票で表決をとらなければならない。

（投票による表決）

第１３１条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要

求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

２ 略

（記名投票）

第１３２条 記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は所定の

白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなけれ

ばならない。

（簡易表決）

第１３６条 委員長は、問題について異議の有無を会議にはかること

ができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣

告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があ

るときは、委員長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

（表決の順序）

第１３７条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出され



新 旧

たときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最

も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出

席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議

に諮って決める。

２ 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。

（議長及び副議長の辞職）

第１４５条 略

２ 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってそ

の許否を決定する。

３ 略

（議長の秩序保持権）

第１５８条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長

は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って

決める。

（出席停止の期間）

第１６２条 出席停止は、５日を超えることができない。ただし、数

個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者につい

てその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでな

い。

（会議規則の疑義に対する措置）

たときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最

も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出

席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議

にはかって決める。

２ 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

（議長及び副議長の辞職）

第１４５条 略

２ 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかって

その許否を決定する。

３ 略

（議長の秩序保持権）

第１５８条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議

長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはか

って決める。

（出席停止の期間）

第１６２条 出席停止は、５日をこえることができない。ただし、数

個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者につい

てその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでな

い。

（会議規則の疑義に対する措置）



附 則

この規則は、公布の日から施行する。

新 旧

第１６７条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から

異議があるときは、会議に諮って決定する。

第１６７条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から

異議があるときは、会議にはかって決定する。



議員提出議案第 ３ 号

和泉市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について

和泉市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和 ８ 年 ３ 月 ２５ 日提出

提 出 者

和泉市議会議員 吉川 茂樹 和泉市議会議員 松田 義人

同 谷上 昇 同 坂本 健治

同 友田 博文 同 原 重樹

同 森 久往 同 阿部 博

同 飯阪 光典

理 由

機構改革に伴い、常任委員会の所管に変更が生じたため、所要の規定の整備を行う必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。



和泉市条例第 号

和泉市議会委員会条例の一部を改正する条例（案）

和泉市議会委員会条例（平成１３年和泉市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

新 旧

（常任委員会の名称、委員定数及びその所管）

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおり

とする。

（１）、（２） 略

（３）厚生文教委員会（８名）

ア、イ 略

ウ こども・健康部の所管に属する事項

エ 略

（秘密会）

第１９条 略

２ 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を

用いないで委員会に諮って決める。

（公聴会開催の手続）

第２２条 略

（常任委員会の名称、委員定数及びその所管）

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおり

とする。

（１）、（２） 略

（３）厚生文教委員会（８名）

ア、イ 略

ウ 子育て健康部の所管に属する事項

エ 略

（秘密会）

第１９条 略

２ 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を

用いないで委員会にはかって決める。

（公聴会開催の手続）

第２２条 略



新 旧

２ 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴

こうとする案件その他必要な事項を公示する。

（公述人の決定）

第２４条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識

経験者等（以下「公述人」という。）は、あらかじめ文書で申し出

た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、

本人にその旨を通知する。

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反

対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければな

らない。

（公述人の発言）

第２５条 略

２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲をこえては

ならない。

３ 略

（参考人）

第２８条 略

２ 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見

を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

３ 略

２ 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をき

こうとする案件その他必要な事項を公示する。

（公述人の決定）

第２４条 公聴会において意見をきこうとする利害関係者及び学識

経験者等（以下「公述人」という。）は、あらかじめ文書で申し出

た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、

本人にその旨を通知する。

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反

対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなけれ

ばならない。

（公述人の発言）

第２５条 略

２ 公述人の発言は、その意見をきこうとする案件の範囲をこえては

ならない。

３ 略

（参考人）

第２８条 略

２ 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見

を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

３ 略



附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。


